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(57)【要約】
【課題】細長い袋状の吹き戻し部を伸縮させて楽しむこ
とができるとともに、音を鳴らして楽しむことができ、
また音程の異なる音を鳴らして楽しむこともできる笛付
吹き戻しを提供することにある。
【解決手段】一端部に空気を吹き込む吹き口部７を有す
ると共に他端部側を二股形成した接続部８，９を有する
中空な吹き口本体２と、細長い袋状の吹き戻し部１４の
一側面に沿って渦巻きバネ状の弾性材１５を備え上記吹
き戻し部１４に空気を吹き込まれると伸長し、吹き込み
が停止されると、上記弾性材１５の復元力によって渦巻
き状に巻回されて収縮する吹き戻し本体３と、内部に音
発生手段２０を備えた音発生筒体４とからなり、吹き口
本体２の一方の接続部８に吹き戻し本体３の後端部を接
続すると共に、他方の接続部９に音発生筒体４の後端部
を接続してなる構成である。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端部に空気を吹き込む吹き口部を有すると共に他端部側を二股形成してそれぞれの端
部を接続部とした中空な吹き口本体と、細長い袋状の吹き戻し部の一側面に沿って渦巻き
バネ状の弾性材を備え上記吹き戻し部に空気を吹き込まれると伸長し、吹き込みが停止さ
れると、上記弾性材の復元力によって渦巻き状に巻回されて収縮する吹き戻し本体と、内
部に音発生手段を備えた音発生筒体とからなり、上記した吹き口本体の一方の接続部に吹
き戻し本体の後端部を接続すると共に、他方の接続部に音発生筒体の後端部を接続してな
る構成を特徴とする笛付吹き戻し。
【請求項２】
　音発生筒体は、僅かに径の異なる複数の円筒を摺動可能に嵌め合わせて、伸縮自在に形
成したものであることを特徴とする請求項１記載の笛付吹き戻し。
【請求項３】
　音発生筒体は、指で開閉することによって音程を変える孔を備えていることを特徴とす
る請求項１記載の笛付吹き戻し。
【請求項４】
　音発生筒体は、先端部に拡大開口したベル（朝顔）を備えていることを特徴とする請求
項１、２または３記載の笛付吹き戻し。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊興性に富んだ玩具として楽しむことができる吹き戻しに関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　従来から吹き戻しと呼ばれて親しまれている玩具は、渦巻きバネ状の弾性材を長手方向
に沿って薄紙製の細長い袋に設け、この細長い袋の開口部に吹き口部材の空気吹き出し口
端部を挿入して、細長い袋を吹き口部材に固着したものである。そしてこの吹き戻しは、
吹き口部材の空気吹き口から空気を吹き込むことにより、弾性材の作用によって渦巻き状
に巻かれていた細長い袋が伸長し、吹き込みを止めることによって、弾性材の付勢で再び
渦巻き状に巻き戻される、といったことを繰り返して楽しむことができる。
【０００３】
　また、遊興性を高めるために、吹き口からの空気の流路を３方に分岐してそれぞれの先
端に細長い袋を設け、吹き口部材の吹き口から空気（息）を吹き込むと、一度に３つの細
長い袋が真っ直ぐ伸びるというものや、細長い袋の先端に人形などを取付けて意匠性を付
与したもの、或いは特許文献１に開示のものなどがある。
【０００４】
【特許文献１】特開平８－２４４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、これらの吹き戻しは、細長い袋を伸縮させて楽しむことはできても、併
せて笛のように音を鳴らして楽しめるものではなかった。
【０００６】
　本発明は上記のような点に鑑みて開発されたものであり、その目的とするところは、細
長い袋状の吹き戻し部を伸縮させて楽しむことができるとともに、音を鳴らして楽しむこ
とができ、また音程の異なる音を鳴らして楽しむことができる笛付吹き戻しを提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　上記のような目的を有効に達成するために開発されたのが本発明である。すなわち、請
求項１に記載の本発明は、一端部に空気を吹き込む吹き口部を有すると共に他端部側を二
股形成してそれぞれの端部を接続部とした中空な吹き口本体と、細長い袋状の吹き戻し部
の一側面に沿って渦巻きバネ状の弾性材を備え上記吹き戻し部に空気を吹き込まれると伸
長し、吹き込みが停止されると、上記弾性材の復元力によって渦巻き状に巻回されて収縮
する吹き戻し本体と、内部に音発生手段を備えた音発生筒体とからなり、上記した吹き口
本体の一方の接続部に吹き戻し本体の後端部を接続すると共に、他方の接続部に音発生筒
体の後端部を接続してなる構成を特徴とする笛付吹き戻しである。
【０００８】
　また、請求項２に記載の本発明は、音発生筒体は、僅かに径の異なる複数の円筒を摺動
可能に嵌め合わせて、伸縮自在に形成したものであることを特徴とする請求項１記載の笛
付吹き戻しである。
【０００９】
　また、請求項３に記載の本発明は、音発生筒体は、指で開閉することによって音程を変
える孔を備えていることを特徴とする請求項１記載の笛付吹き戻しである。
【００１０】
　また、請求項４に記載の本発明は、音発生筒体は、先端部に拡大開口したベル（朝顔）
を備えていることを特徴とする請求項１、２または３記載の笛付吹き戻しである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の笛付吹き戻しでは、吹き口部を口に咥えて空気を吹き込むことにより、音発生
筒体の音発生手段によって音を発生させて楽しむことができ、さらに強く空気を吹き込む
ことにより音発生筒体とは異なる方向に設けた細長い袋状の吹き戻し部が伸長し、空気の
吹き込みを停止することによって、上記の吹き戻し部を渦巻き状に巻回されて収縮させる
ことができる。このような動作を繰り返すことにより吹き戻し部の伸縮とともに音も鳴ら
し、従来にない玩具として楽しむことができる。
【００１２】
　また、本発明の笛付吹き戻しでは、僅かに径の異なる大径側の円筒を摺動させて音発生
筒体の長さを長くしたり短くしたりすることにより、音発生手段によって発生する音の音
程を変えることができ、簡単な旋律の曲であれば演奏することも可能であり、上記した吹
き戻し部の伸長、収縮と相まって従来では得ることのできない楽しみ方をすることができ
る。
【００１３】
　また、本発明の笛付吹き戻しでは、指で開閉することによって音程を変える孔を音発生
筒体に備えているので、上記の孔を指で開閉することにより、音程を変えて好みの音を鳴
らして楽しむことができる。
【００１４】
　また、本発明の笛付吹き戻しでは、音発生筒体の先端部に拡大開口したベル（朝顔）を
備えることにより、音発生手段によって発生させた音をより大きな音として外に発するこ
とができる。また、視覚的にもラッパのように見えて商品価値を高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を図に基いて説明する。
　図１～図６は本発明に係る第１実施例の笛付吹き戻しに関する図であり、図１は全体を
示す斜視図、図２は本発明に係る音発生手段を示す断面図、図３は図２のＡ－Ａ断面図、
図４は笛付吹き戻しの使用時の音発生筒体４の各状態を示す説明図、図５は笛付吹き戻し
の使用時の一状態を示す説明図、図６は笛付吹き戻しの使用の一形態を示す説明図である
。
【００１６】
　この第１実施例の笛付吹き戻し１は、吹き口本体２と、吹き戻し本体３と、音発生筒体
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４とによって構成されている。
【００１７】
　吹き口本体２（図１）は、合成樹脂によって略Ｙ字状に分岐形成した合成樹脂製の中空
なる分岐筒部５と、短い紙製筒状の連結筒部６と、合成樹脂製の吹き口部７とからなる。
　分岐筒部５は、分岐した一方を吹き戻し本体３を接続する接続部８とし他方を音発生筒
体４を接続する接続部９とし、さらに基端側を連結筒部６を接続する接続部１０としてあ
る。各接続部８、９、１０の先端部寄りの外周面には、螺旋状の隆起部（図示せず）が形
成してある。この各接続部８、９、１０を、対応する吹き戻し本体３、音発生筒体４、連
結筒部６にねじ込むようにして挿入することにより、ねじ山状隆起部（図示せず）の稜線
部が吹き戻し本体３、音発生筒体４、連結筒部６の内面にくい込んで、各接続部８、９、
１０を対応する吹き戻し本体３、音発生筒体４、連結筒部６に空気漏れすることのないよ
うに接続することができる。
【００１８】
　吹き口部７は、一端部に連結筒部６を挿入して接続する筒部１１と、段差部１２を介し
て他端側に漸次縮径してなる咥え部１３とからなる。
【００１９】
　吹き戻し本体３（図５及び図１）は、細長い紙製袋状の吹き戻し部１４と、この吹き戻
し部１４の一側面に沿って設けた渦巻きバネ状の細長い弾性材１５と、吹き戻し部１４の
後端部内に接着剤で貼り付けた紙製筒１６とを備え、この紙製筒１６を上記の接続部８に
外嵌して吹き口本体２に接続してある。吹き口本体２の咥え部１３から吹き戻し部１４に
空気が吹き込まれると弾性材１５の回巻作用に抗して吹き戻し部１４が伸長し、吹き込み
が停止されると、弾性材１５の復元力によって吹き戻し部１４が渦巻き状に巻回されて収
縮する。
【００２０】
　音発生筒体４（図１～図４）は、僅かに径の異なる２本の円筒１７、１８と、ベル（朝
顔）１９と、音発生手段２０とからなる。先端部側の円筒１７の内径は、後部側の円筒１
８の外径よりも僅かに大であり、先端部側の円筒１７に後部側の円筒１８を摺動自在に挿
入することができる。円筒１７の先端部には、合成樹脂によって形成され拡大開口したベ
ル（朝顔）１９が設けてある。ベル（朝顔）１９には、紐を結んだり指を引っ掛けたりす
る輪部２１が形成してある。円筒１８の後端部は、吹き口本体２の接続部９に外嵌して接
続してある。
【００２１】
　音発生手段２０（図２、図３）は、円筒１８内の後端部寄りに設けてあり、円筒１８の
内面と嵌め込み固定可能な合成樹脂性の円形支持部材２２と、円形支持部材２２の図上の
下半分に形成した半円状の開口２３と、この開口２３内に後部２４を嵌め込んだ金属製の
ベルマウス２５と、後部２６をベルマウス２５とともに円形支持部材２２の開口２３内に
嵌め込んだ合成樹脂性のリード２７とからなる。ベルマウス２５はバスタブ（洋風浴槽）
を半分に切断したような縦断面Ｕ字状の形状である。リード２７はベルマウス２５の上部
開口２８を覆うように設けられ、通常、ベルマウス２５の吹き戻し本体側２９の上部開口
２８を開放した状態でベルマウス２５と円形支持部材２２とによって後部２６を挟持され
ている。吹き戻し本体側２９から空気が吹き込まれるとリード２７が振動して音を発生さ
せる。ベルマウス２５に吹き込まれた空気は、ベルマウス２５内を通過して円筒１８、円
筒１７を介してベル（朝顔）１９から外に排出される。
【００２２】
　上記のような構成からなる第１実施例の笛付吹き戻し１では、通常は図４（ａ）のよう
な状態であり、図６に示すように音発生筒体４の円筒１７と円筒１８を左右の手で持ち、
吹き口本体２の咥え部１３を口で咥えて空気を吹き口本体２内に吹き込むことにより、上
記した音発生手段２０の作用により音を発生させることができる。そして、図４（ｂ）（
ｃ）に示すように円筒１７を円筒１８から引き出したり元に戻したりといった動作を行っ
て音発生筒体４の長さを任意に変えることにより、発せられる音の音程を変えて楽しむこ
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とができる。
【００２３】
　さらに、咥え部１３からの空気の吹き込みを強くすることにより、リード２７がベルマ
ウス２５の上部開口２８側に極近づいて振動して音を発すると共に、吹き戻し本体３の吹
き戻し部１４に空気が入りこみ、上記したように弾性材１５の回巻作用に抗して吹き戻し
部１４を伸長させることができる。吹き戻し本体３の咥え部１３からの空気の吹き込みを
停止したり、吹き込みを弱くすることにより、弾性材１５の復元力により吹き戻し部１４
を渦巻き状に巻回されて収縮させることができる。このような動作を適当に行うことによ
り、音に変化を付けて楽しむと共に、吹き戻し部１４を伸縮させて、従来の吹き戻しでは
味わえない楽しみ方をすることができる。
【００２４】
　図７は本発明に係る第２実施例の笛付吹き戻しを示す図であり、この笛付吹き戻し１で
は、上記した第１実施例のベル（朝顔）よりも大きく形成したベル（朝顔）１９を音発生
筒体４の円筒１７の先端部に設けてある。その他の構成は上記した第１実施例と同様であ
り、同一箇所に同一符号を付して説明を省略する。
【００２５】
　この第２実施例の笛付吹き戻し１では、大きく形成したベル（朝顔）１９を備えている
ので、音発生筒体４の音発生手段２０によって発せられる音の指向性を拡げ、より大きな
音を出すことが可能となる。その他の作用・効果は上記した第１実施例の笛付吹き戻しと
同様である。
【００２６】
　図８は本発明に係る第３実施例の笛付吹き戻しを示す図であり、この笛付吹き戻し１に
おいて、音発生筒体４は、１本の紙製の円筒３０と、この円筒３０内の後端部寄りに設け
た上記と同様の音発生手段２０（図示省略）と、円筒３０の片側の１線上に所定の間隔を
もって形成した複数の丸い孔３１とを備えた構成からなる。音発生筒体４以外の構成は上
記した第１実施例と同様であり、同一箇所に同一符号を付して説明を省略する。
【００２７】
　この第３実施例の笛付吹き戻し１（図８、図９）では、咥え部１３を咥えて空気を吹き
込み、左右の手で円筒３０を保持し、指で所望の孔３１を開閉することによって、音発生
手段２０で発せられる音の音程を変えて楽しむことができる。その他の作用・効果は上記
した第３実施例の笛付吹き戻しと同様である。
【００２８】
　図１０は本発明に係る第４実施例の笛付吹き戻しを示す図であり、この笛付吹き戻し１
は、上記した第３実施例のベル（朝顔）よりも大きく形成したベル（朝顔）１９を音発生
筒体４の円筒３０の先端部に設けてある。ベル（朝顔）１９以外の構成は上記した第３実
施例と同様であり、同一箇所に同一符号を付して説明を省略する。
【００２９】
　この第４実施例の笛付吹き戻し１では、大きく形成したベル（朝顔）１９を備えている
ので、上記した第２実施例の笛付吹き戻しと同様に、音発生手段２０で発生する音を外に
大きく拡散させることができる。その他の作用・効果は上記した第３実施例の笛付吹き戻
しと同様である。
【００３０】
　図１１は本発明に係る第５実施例の笛付吹き戻しを示す図であり、この笛付吹き戻し１
において、音発生筒体４は、１本の紙製の円筒３２と、この円筒３２内の後端部寄りに設
けた上記の音発生手段２０（図示省略）とからなる構成である。音発生筒体４以外の構成
は上記した第１実施例と同様であり、同一箇所に同一符号を付して説明を省略する。
【００３１】
　この第５実施例の笛付吹き戻し１では、音発生筒体４を片手で持ち、吹き口本体２の咥
え部１３を口で咥えて空気を吹き口本体２内に吹き込むことにより、上記した音発生手段
２０の作用により音を発生させることができると共に、さらに強く空気を吹き込むことに
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できる。また、吹き戻し本体３の咥え部１３からの空気の吹き込みを停止したり、吹き込
みを弱くすることにより、弾性材１５の復元力によって吹き戻し部１４を渦巻き状に巻回
されて収縮させることができる。このような動作を適当に行うことにより、音に変化を付
けて楽しむと共に、吹き戻し部１４を伸縮させて、従来の吹き戻しでは味わえない楽しみ
方をすることができる。
【００３２】
　なお、音発生筒体４の円筒３０に開ける孔３１の数は１個、２個または３個、或いは５
個以上であってもよい。また、孔３１の大きさや形状、配置は図示の例に限らず任意に変
更するも自由である。
【００３３】
　また、上記した実施例では、吹き口本体２（図１）を、合成樹脂によって略Ｙ字状に形
成した中空なる分岐筒部５と、短い紙製筒状の連結筒部６と、合成樹脂製の吹き口部７と
からなる構成のものであるが、吹き口本体は、連結筒部６を備えることなく、略Ｙ字状に
形成した中空なる分岐筒部と吹き口部とを一体または別体に形成した構成のものであって
もよい。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】第１実施例の笛付吹き戻しの全体を示す斜視図である。
【図２】本発明に係る音発生手段を示す断面図である。
【図３】図３は図２のＡ－Ａ断面図である。
【図４】第１実施例の笛付吹き戻しの使用時の音発生筒体４の各状態を示す説明図である
。
【図５】第１実施例の笛付吹き戻しの使用時の一状態を示す説明図である。
【図６】第１実施例の笛付吹き戻しの使用の一形態を示す説明図である。
【図７】第２実施例の笛付吹き戻しの全体を示す斜視図である。
【図８】第３実施例の笛付吹き戻しの全体を示す斜視図である。
【図９】第３実施例の笛付吹き戻しの使用の一形態を示す説明図である。
【図１０】第４実施例の笛付吹き戻しの全体を示す斜視図である。
【図１１】第５実施例の笛付吹き戻しの全体を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００３５】
１　　笛付吹き戻し
２　　吹き口本体
３　　吹き戻し本体
４　　音発生筒体
５　　吹き口部
６　　接続部
７　　接続部
８　　吹き戻し部
９　　弾性材
１３　ベル（朝顔）
１４　音発生手段
３１　孔
３２　円筒
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【図２】

【図３】
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【図９】

【図１０】

【図１１】
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